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このたび，公益社団法人兵庫県建築士会では兵庫県下の歴史的建造物，伝統的町並み，文化的景観等
の保存活用に関する調査研究，企画提案，専門的アドバイス，計画設計などを通じて，地域のまちづ
くりに寄与することを目的とする「歴史的建造物に関する委員会」（以下，委員会）を設置いたしまし
た．  
今後，委員会では，地域団体，専門家，行政と連携し，さまざまな活動を進めてまいりますが，実質
的な業務を遂行するため，建築士やヘリテージ・マネージャーなど専門家の方々に「兵庫県歴史的建
造物保存活用推進員」（以下，保存活用推進員）として委員会に登録していただき具体的業務を担って
いただくことにしたいと考えています。 
この活動の一環として，本年 11 月 27 日，兵庫県建築士会はたつの市と「伝統的建造物群保存地区制
度の推進に関する協定書」を締結しました．この協定のもとで，今後委員会では伝建地区の町並み保
存とまちづくりを支援しますが，登録された保存活用推進員のなかから，「龍野伝統的建造物群保存地
区保存活用推進員」として，龍野伝建地区（予定）の保存物件に係る修理事業等の基本設計や実施設
計を受託し実施していただくことになります． 

今回，上記活動に関心をお持ちの専門家のみなさまに推進員として応募していただきたいと考えま
す。つきましては、調査票の設問にご記入の上，2019 年 3 月 31 日（日）までに，下記に返信封筒に
てご返送くださいますようお願い申し上げます． 

別紙の調査票にご記入される個人情報につきましては，委員会で適切に管理し，委員会および保存
活用推進員の活動，運用に限定して利用し，他の目的には使用いたしません． 
なにとぞよろしくお願い申し上げます． 
 

記 
１．保存活用推進員の業務・役割 

たとえば龍野伝統的建造物群保存地区における活動の場合，龍野伝統的建造物群保存地区保存活用推
進員は，以下業務について委員会から要請され，条件が合えば受託し実施していただきます． 
・龍野伝統的建造物群保存地区の保存物件に係る修理事業の基本設計，同実施設計，設計監理業務 
・龍野伝統的建造物群保存地区の修景事業の基本設計，同実施設計，設計監理業務 
・龍野伝統的建造物群保存地区の保存計画策定または改定に係る調査業務 
・龍野町並み保存会，保存物件所有者への相談・情報提供業務 
・地域の町並み保存，歴史的建造物保存活用活動への支援 
・その他の趣旨に合致した活動 

 
２．保存活用推進員の応募資格は以下のいずれにも該当する者に限ります． 

・建築士資格（一級，二級，木造）をもつ者 
・専業の建築設計業務を行っている者 
・ヘリテージ・マネージャーの資格をもつ者（取得の府県は問いません．本年度取得見込みも可） 

問い合わせ・返信先：公益社団法人兵庫県建築士会事務局（担当：桂） 電話 078-327-0885 
〒650-0011 神戸市中央区下山手通 4-6-11 エクセル山手 2F  
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兵庫県歴史的建造物保存活用推進員への応募要領について 

公益社団法人兵庫県建築士会 

歴史的建造物に関する委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1 まず，あなたのお名前，ご所属の団体名，団体の住所，連絡先等についておうかがいします． 
 
・あなたのお名前（               ） フリガナ（                ） 

・所属または主宰する団体名（                               ） 

・団体におけるあなたの地位（                               ） 

・団体の住所（〒                                     ） 

・連絡先 電話：（             ）メールアドレス：（              ） 

・建築士会の会員ですか 1．会員→都道府県と支部（             ） 2．非会員 

 

 

問 2 あなたは，歴史的建造物保存活用推進員に登録応募しようと思われますか．あてはまる数字１つ

に〇印をつけてください． 
 
1．興味があり登録応募したい 

2．興味があるが，資格を満たさない（＊登録資格については，別紙依頼文の２をご参照ください．） 

3．興味はあるが，専門分野が異なる，時間がとれない等の理由から登録応募しない 

4．興味がないので登録応募しない 

5．わからない 
 
※問 2 で，3，4 に 〇印をつけた方は，問 5 に飛んでください．設問は問 5 で終了です． 

※問 2 で，1，2，5 に 〇印をつけた方は続けて以下の設問にお答えください． 

 

問 3 あなたのご専門についておうかがいします． 

今回「歴史的建造物に関する委員会」が，その活動を遂行する一環として「兵庫県歴史的建造物保存活用

推進員」を組織化するため，兵庫県建築士会員及び同会員以外の方々にお知らせするものです。 

・この調査票は記名式です． 

・各問の選択肢がある場合は，当てはまる番号に一つ，または，複数回答のばあいは，当てはまる番号す

べてに〇印をつけてください． 

・文字，記号，数字を書き込む欄では，（           ）内に具体的に記入してください． 

なお，調査票にご記入いただきます個人情報につきましては，歴史的建造物に関する委員会で適切に管

理し，委員会および保存活用推進員の活動，運用に限定して利用するもので，他の目的には使用いたし

ません． 

 
●回答締め切り：2019 年 3 月 31 日（日）消印まで 
●調査票返送先：公益社団法人兵庫県建築士会事務局 

〒650-0011 神戸市中央区下山手通 4-6-11 エクセル山手 2F 電話 078-327-0885 

 



 
・あなたの建築士の種類は， 

 1．一級  2．二級  3．木造  

・専攻建築士の種類は，（                                   ） 

・専業の建築設計業務ですか． 

1．はい → 1．組織建築設計事務所  2．アトリエ設計事務所  3．その他（        ） 

2．いいえ 

3．その他（                                       ） 

・ヘリテージ・マネージャーですか． 

1．はい → 平成（       ）年に取得（予定）． 取得された府県（           ） 

2．いいえ 

3．その他（                                      ） 

 

問 4 龍野伝統的建造物群保存地区における業務について，ご意向をおうかがいします． 
 
・今回，龍野伝統的建造物群保存地区における保存活用推進員としての業務を希望しますか．あてはま

る数字１つに〇印をつけてください． 

 1．希望する    2．今回は希望しない   3．その他（                 ） 
 
・龍野伝統的建造物群保存地区における業務を希望する方におうかがいします，下記の業務のうちで，

とくに希望するものは何ですか．あてはまる数字すべてに〇印をつけてください． 

1．保存物件に係る修理事業や修景事業の基本設計業務 

2．保存物件に係る修理事業や修景事業の実施設計と設計監理業務 

3．伝統的建造物群保存地区の保存計画策定または改定に係る調査業務 

4．町並み保存会，保存物件所有者への相談・情報提供業務 

5．地域の町並み保存，歴史的建造物保存活用活動への支援  

6．その他の趣旨に合致した活動（                           ）  

 

問 5 歴史的建造物に関する委員会，歴史的建造物保存活用推進員の役割，活動などについて，ご意見

を自由にご記入ください． 

●調査にご協力ありがとうございました．回答された調査票を返信封筒に入れてご返送ください． 

 


